●● 規約

（名称）第一条
本会は、●●（以下：本クラブ）と称する。

（所在地）
第二条	本会は所在地を代表者の住所地に置く。

（目的）第三条
本クラブは、◆◆◆を通じ、会員の心身の健全育成を図ることを目的とする。

（事業）第四条
本クラブは、前条の目的を達成するために伊丹市の地域クラブとしての事業を実施する。

（会員）第五条
本クラブの会員は、本会の目的に賛同し、本規約を遵守する個人をもって構成する。（生徒・保護者）

（入会）第六条
本クラブへの入会は、入会申込書を代表に提出し、受理されなければいけない。

（退会）第七条
1. 会員は、退会1ヶ月前に、退会届を代表に提出し退会することができる。
2. 本人が死亡したとき。
3. 会費を２ヶ月以上納入しないとき。

（除名）第八条
会員が、下記の事項に該当するときは、役員全員の承認を経て、除名することができる。
1. このクラブに対して、名誉毀損行為が行われた場合。
2. このクラブの統制を乱し、又は運営を妨げた場合。

（役員）第九条
本クラブは、次の役員を置き、任期は１年とする。但し、再任は妨げない。代表 １名
会計 １名監事 １名

（役員の職務）
第十条
代表は本会を代表し、会議を招集し、その事業を総括する。会計は財産を管理し、帳簿を整備する。
監事は経営や会計が正当に行われているか監査する。またこの職責は代表・会計を兼ねることができない。
役員の選定は、役員会により人選・審議され、総会により承認される。


（役員会）第十一条
役員会は必要に応じ代表が招集する。

（総会） 
第十二条
１．本クラブの総会は、年に１回開催するものとする。
２．必要に応じ臨時に総会を開催できるものとする。
３．会員が未成年の場合、その保護者が総会の出席者とする。
４．総会は、会員の3分の１の出席がなければ、開会することができない。

（予算及び決算）
第十三条　
総会において前年度の決算及び次年度の予算の審議・承認を行う。

（会費） 第十四条
本クラブの年会費は△△△円で、月会費は一人月額△△△円とする。
また、その他活動に必要な交通費・用具費など実費徴収することがある。

附則
この会則は、令和●年●月●日から施行する。
